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平成 27 年 3 月 17 日 

教学委員会承認                     

（目的） 

第１ この要項は，岐阜大学（以下「本学」という。）におけるＧＰＡ（Grade Point Average 

）を算出する制度を定めることにより，学生が学習意欲を高めるとともに，適切な修学指

導に資することを目的とする。 

（定義） 

第２ 「ＧＰＡ」とは，特定の期間に履修した各科目の ＧＰ（Grade Point）に，その科目

の単位数を乗じた数値の総和を総単位数で除して算出した１単位当たりのＧＰ平均値をい

う。 

  (成績評価及びＧＰ) 

第３ 成績の評価及びＧＰの基準は，次表のとおりとする。                      

ＧＰ（評点） 評語 評定 

４ 秀 Ｓ 

３ 優 Ａ 

２ 良 Ｂ 

１ 可 Ｃ 

０ 不可 Ｄ 

－ 合格 Ｇ 

－ 不合格 Ｆ 

－ 認定 Ｎ 

０ 再試験 Ｒ 

０ 未履修 Ｘ 

               

 （ＧＰＡの種類及び計算方法） 

第４ ＧＰＡ の種類は，当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としての ＧＰＡ 

（以下「学期ＧＰＡ」という。）及び在学中における全期間の学修の状況及び成果を示す

指標としてのＧＰＡ（以下「通算ＧＰＡ」という。）の２種類とする。 

２ 学期ＧＰＡ及び通算ＧＰＡは，次の計算式により算出し，小数点以下第３位を四捨五入

する。 

(１) 学期 ＧＰＡ の計算式 

学期 ＧＰＡ ＝ 

（Ｓの単位数×４）＋（Ａの単位数×３）＋（Ｂの単位数×２）＋（Ｃの単位

数×１）＋（Ｄの単位数×０） 

当該学期に履修登録した総単位数 

 

  (２) 通算 ＧＰＡ の計算式 

通算 ＧＰＡ ＝ 

（Ｓの単位数×４）＋（Ａの単位数×３）＋（Ｂの単位数×２）＋（Ｃの単位数×

１）＋（Ｄの単位数×０） 

入学時以後に履修登録した総単位数 



 

（対象授業科目） 

第５  ＧＰＡ対象科目は，次に掲げる授業科目とする。 

（１）評点が０点から４点の５段階によって成績評価されるすべての授業科目とし，認定

（Ｎ），合格（Ｇ）及び不合格（Ｆ）の評価を得た科目は，ＧＰＡ 算出の対象としな

い。 

 （２）教育職員免許や学芸員その他の資格取得が目的で，卒業要件単位数に含まれない授

業科目についても，ＧＰＡ算出の対象とする。 

 （ＧＰＡ 算出基準日） 

第６  ＧＰＡ は，学期ごとに設けられるＧＰＡ算出基準日ごとに更新することとする。 

２  ＧＰＡ 算出基準日は，原則として前学期にあっては９月下旬，後学期にあっては３月

下旬とする。 

３ 教員は，ＧＰＡ 算出基準日までに成績を確定させるものとする。 

（履修登録の取り消し） 

第７ 履修登録取消期限内に所定の手続により学生から願い出があり，受理された場合は，

当該願い出科目の履修登録を取り消すことができるものする。ただし，全学共通教育科目

にあっては，受講定員上，抽選対象となった科目の履修登録の取り消しは認めないものと

する。 

２ 前項で定める取消期限及び所定の手続に関しては，別に定める。 

３ 第１項で定める取消期限以降に病気や事故等，やむを得ない事情が生じ，履修登録の取

り消しを希望する場合は，所定の手続により願い出ることができるものとする。 

 （再履修及び再試験の取り扱い） 

第８ 第２で定めるＧＰが０点と評価された科目を翌年度以降に履修する場合（以下「再履

修」という。）は，履修登録を行うものとする。 

２ 再履修した授業科目については，過去に得た不合格の評価及び単位数に加えて，再履修

によって得た評価と単位数をＧＰＡ算出に算入するものとする。 

３ 再試験と評価された科目について，開講学期を含む同一学年内に成績評価の変更があっ

た場合は，変更後の成績評価及び単位数をＧＰＡ算出に算入するものとする。 

 (ＧＰＡの通知) 

第９  ＧＰＡの学生への通知は，原則として，学務情報支援システムにより行う。 

（制度変更） 

第１０  第３の規定にかかわらず，平成２３年度以前に入学した者の成績評価のうち，評定

が「Ｓ」及び「Ａ」の場合の評語は，「優」で表す。 

２ 第４及び第５に規定する「ＧＰＡ」の算出等については，平成２７年度開講科目から適

用（「全学ＧＰＡ」という。）する 

３ 平成２６年度以前から在籍している学生の「ＧＰＡ」については，従前の算出方法を適

用し，その数値を全学ＧＰＡとともに併記し通知する。 

(その他) 

第１１  この要項に定めるもののほか，ＧＰＡの取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

附 記 

この要項は，平成２７年４月１日から実施する。 


